
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
五
月
十
六
日
提
出

質

問

第

六

七

号

「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

67



「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
機
関
等
が
多
大
な
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
な
か
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
市
民

個
々
が
も
っ
て
い
る
、
私
的
生
活
秘
匿
の
自
由
を
保
障
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、
憲
法
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
に
含
ま

れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
法
制
化
も
必
要
な
状
況
に
あ

る
。
だ
が
他
方
、
表
現
の
自
由
は
憲
法
二
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
報
道
機
関
に
よ
る
取
材
活
動
に
国
家
が
介
入
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
恐
れ
が
あ
る
法
律
制
定
は
極
力
控
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
各
報
道
機
関
は
、

市
民
個
々
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
尊
重
し
て
取
材
活
動
に
あ
た
り
、
そ
の
名
誉
や
人
権
が
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
最

大
限
の
努
力
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
で
、
そ
れ
ら
は
常
日
ご
ろ
か
ら
の
地
道
な
自
主
的
な
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
肝
要

で
、
そ
う
す
る
こ
と
で
報
道
が
世
論
か
ら
も
支
持
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
と
考
え
る
。
さ
て
本
法
案
に
つ
い
て
か
ん
が
み
る

と
、
表
現
の
自
由
が
侵
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
指
摘
す
る
向
き
も
あ
り
、
危
惧
す
べ
き
点
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
、
質

問
す
る
。

一

「
放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
報
道
機
関
」
（
以
下
「
報
道
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
新
聞
、
週
刊
・
月
刊

雑
誌
、
書
籍
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
掲
載
、
放
送
、
配
信
す
る
ド
ラ
マ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
、
ア

一



ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
小
説
、
評
論
、
コ
ラ
ム
、
文
芸
作
品
、
史
実
に
基
づ
い
た
番
組
・
小
説
、
放
送
大
学
等
教
育
・
教
養
番

組
、
マ
ン
ガ
、
投
書
・
投
稿
、
映
画
な
ど
を
編
集
・
制
作
、
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
は
、
第
五
十
五

条
の
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
第
五
章
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
等
」
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る

の
か
否
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

二

報
道
機
関
が
、
新
聞
、
週
刊
・
月
刊
雑
誌
、
書
籍
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
掲
載
、
放
送
、
配
信
す

る
週
刊
誌
の
広
告
や
企
業
の
広
告
の
編
集
・
制
作
に
当
た
っ
て
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
は
、
第
五
十
五
条
の
「
報
道
の
用
に

供
す
る
目
的
」
と
し
て
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。
そ
の
理
由
と
合
わ
せ
て
見
解
を
示
せ
。

三

報
道
機
関
が
、
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
取
り
扱
っ
た
個
人
情
報
が
、
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
こ
の

個
人
情
報
は
、
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
除
外
さ
れ
る
の
か
、
否
か
。
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示

せ
。

四

報
道
機
関
が
、
過
去
に
報
道
し
た
記
事
を
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
提
供
す
る
行
為
は
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と

し
て
、
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。
そ
の
理
由
と
合
わ
せ
て
見
解
を
示
せ
。
ま
た
、
新
聞
、
雑
誌
、

書
籍
の
発
行
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
速
報
し
た
行
為
は
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。

二



ま
た
、
発
行
前
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
提
供
す
る
行
為
は
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。
そ
の
理

由
と
合
わ
せ
て
見
解
を
示
せ
。

五

報
道
機
関
が
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
等
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技
中
継
、
音
楽
番
組
、
劇
場
用
映
画
な
ど
の
放
送
、
配
信
等
を
行
う
た

め
に
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
は
、
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
、
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か

否
か
。
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
等
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技
、
音
楽
番
組
、
劇
場
用
映
画
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
と
と

も
に
見
解
を
示
せ
。

六

野
球
や
サ
ッ
カ
ー
等
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技
、
音
楽
番
組
、
劇
場
用
映
画
な
ど
を
専
門
に
制
作
し
、
放
送
、
配
信
、
公
開
す
る

者
（
放
送
委
託
事
業
者
、
映
画
製
作
会
社
等
）
は
、
報
道
機
関
に
該
当
す
る
の
か
否
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
う
者
に
つ
い

て
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
が
取
り
扱
う
、
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
等
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技
、
音
楽
番
組
、
劇
場
用
映
画
な
ど
を
放
送
、

配
信
す
る
目
的
で
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
は
、
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
る
の
か
否
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
う
者
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

七

公
衆
に
事
実
を
伝
え
る
手
段
を
有
し
な
い
個
人
が
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場

三



合
、
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
初
め
て
取
り
扱
う
個
人
情
報
は
、
報
道
機
関
が
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」

と
し
て
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
該
当
す
る
の
か
否
か
。
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

八

第
五
十
五
条
の
「
大
学
そ
の
他
の
学
術
研
究
を
目
的
と
す
る
機
関
若
し
く
は
団
体
又
は
そ
れ
ら
に
属
す
る
者

学
術
研
究

の
用
に
供
す
る
目
的
」
に
あ
る
、
「
機
関
若
し
く
は
団
体
」
に
、
法
人
格
を
持
た
な
い
組
織
や
任
意
団
体
を
含
む
の
か
、
否

か
。
団
体
に
属
さ
な
い
個
人
研
究
者
は
、
こ
の
項
目
に
該
当
す
る
の
か
否
か
。
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

九

第
五
十
五
条
で
は
宗
教
団
体
や
政
治
団
体
が
取
り
扱
う
宗
教
、
政
治
活
動
に
供
す
る
目
的
の
個
人
情
報
に
関
し
て
も
第
五

章
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
。
自
民
党
や
公
明
党
、
共
産
党
そ
し
て
社
民
党
等
政
党
・
政
治
団
体
が
発
行
す
る
「
自
由
新

報
」
「
公
明
新
聞
」
「
赤
旗
」
そ
し
て
「
社
会
新
報
」
等
に
掲
載
す
る
目
的
で
取
り
扱
う
個
人
情
報
は
、
第
五
章
の
適
用
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。
そ
の
理
由
と
合
わ
せ
て
見
解
を
示
せ
。
適
用
が
除
外
さ
れ
る
場
合
、
「
政
治
活
動
（
こ
れ

に
付
随
す
る
活
動
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し
て
、
除
外
さ
れ
る
の
か
。
「
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
」
と
し

て
除
外
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

政
治
活
動
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
読
者
リ
ス
ト
も
政
治
活
動
と
し
て
適
用
の
除
外
対
象
と
な
る
の
か
否
か
、
そ
の
理
由

と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

四



報
道
で
あ
れ
ば
、
党
員
リ
ス
ト
、
後
援
会
・
支
援
者
リ
ス
ト
と
読
者
リ
ス
ト
が
同
じ
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
政

治
活
動
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
報
道
と
な
る
の
か
。
第
五
章
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
否
か
。
具
体
的

事
例
を
挙
げ
て
、
見
解
を
示
せ
。

ま
た
、
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
日
本
経
済
新
聞
、
週
刊
現
代
、
週
刊
ポ
ス
ト
等
新
聞
、
出
版
社
が
所
有
す

る
読
者
リ
ス
ト
は
、
第
五
章
の
適
用
と
な
る
の
か
、
否
か
。
そ
の
理
由
と
と
も
に
見
解
を
示
せ
。

一
〇

個
人
情
報
保
護
法
制
化
専
門
委
員
会
（
園
部
逸
夫
委
員
長
）
の
「
個
人
情
報
保
護
基
本
法
制
に
関
す
る
大
綱
」
で
は
、

基
本
原
則
に
つ
い
て
「
な
お
、
個
人
情
報
の
保
護
に
当
た
っ
て
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
本
基
本

法
制
の
目
的
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
個
々
の
基
本
原
則
は
、
公
益
上
必
要
な
活
動
や
正
当
な
事
業
活
動
等
を
制
限
す
る
も
の
で

は
な
い
。
基
本
原
則
実
現
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
は
、
取
扱
者
の
自
主
的
な
取
組
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨

は
、
報
道
分
野
に
お
け
る
取
材
活
動
に
伴
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
等
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
政
府
の
Ｉ

Ｔ
戦
略
本
部
は
「
大
綱
を
最
大
限
尊
重
し
」
と
し
て
い
る
が
、
法
案
で
は
該
当
す
る
条
文
は
な
い
。
法
案
に
盛
り
込
ま
な

か
っ
た
理
由
を
示
せ
。

一
一

気
象
業
務
法
や
水
防
法
が
規
定
す
る
「
放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
報
道
機
関
」
の
範
囲
を
示
せ
。
個
人

五



情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
の
「
放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
報
道
機
関
」
の
範
囲
を
示
せ
。
そ
の
対
象
は

同
じ
な
の
か
否
か
。
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
そ
の
異
な
る
具
体
的
な
範
囲
を
示
せ
。

一
二

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
あ
る
「
（
こ
れ
に
付
随
す
る
活
動
を
含
む
。
）
」
の
具
体
的
事
例
を
示

せ
。
ま
た
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
理
由
を
示
せ
。

右
質
問
す
る
。

六


